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議案第２８号 

 

   令和８年度阿久比町一般会計予算 

 

 令和８年度阿久比町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，９２５，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、３００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

  令和８年３月４日提出 

 

阿久比町長 田 中 清 高 
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第２表 債 務 負 担 行 為                        

事      項 期    間 限 度 額 

ま ち の コ ン セ プ ト ・ 
ブ ラ ン デ ィ ン グ 戦 略 
構 築 事 業 委 託 料 

自  令和 9 年度 
至  令和 9 年度 5,027 

 

千円 
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第３表 地 方 債   

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

オ ア シ ス セ ン タ ー 
施 設 長 寿 命 化 事 業 

７５，６００ 

普通貸借 

 
年５ .０％以

内（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当該

利率見直し後

の利率） 

政府資金に

ついてはその

融資条件によ

り、銀行その他

の場合にはそ

の債権者と協

定するものと

する。 
ただし、町財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、若しく

は繰上償還、又

は低利に借換

えすることが

できる。 

勤 労 福 祉 セ ン タ ー 
施 設 長 寿 命 化 事 業 

２０，４００ 

地 震 対 策 た め 池  
防 災 事 業  

４，３００ 

急 傾 斜 地 
崩 壊 対 策 事 業 

３，６００ 

東 部 小 学 校 
施 設 長 寿 命 化 事 業 ２０，７００ 

中 学 校 体 育 館 
ト イ レ 改 修 事 業 １５，９００ 

中 央 公 民 館 
施 設 長 寿 命 化 事 業 

６２，６００ 

図 書 館 
施 設 長 寿 命 化 事 業 １９，０００ 

次世代高度情報通信 
ネットワーク整備事業 

４，２００ 

避難所空調設置事業 ２４，２００ 

計 ２５０，５００ 
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